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介護ロボットの開発各段階において活用できる助成事業

福祉用具・介護ロボット実用化支援事業（厚生労働省）

・実証の場の整備
（実証に協力できる施設・事業所等をリストアップ、開発の状態に応じて開発側へ繫ぐ）
・相談窓口の設置
（介護ロボットの活用や開発等に関する窓口を開設）

開発準備段階 開発段階 上市段階

専門職等による
アドバイス支援

モニター調査支援
・介護現場におけるモニター調査
・モニター調査のマッチング支援

普及・啓発
・介護ロボットの展示
・介護ロボットに関する研修
・介護ロボットの貸出 など

・重点分野のロボット介護機器の開発援助
・介護現場への導入に必要な環境
整備（安全・性能・倫理の基準等）

・製造事業者、仲介者、介護施設のマッチングと導入支援
・効果測定の集約
・効果PR・普及啓発・教育活動

ロボット介護機器開発・導入促進事業
（経済産業省）

ロボット介護機器開発・導入実証事業
（経済産業省）

・基金にメニューを設けて介護
環境の改善を支援
・先駆的な取り組みを対象

地域医療介護総合
確保基金（２０１５年度～）

・介護従事者負担軽減のための
介護ロボット導入計画提出
・都道府県が計画内容を判断
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「地域医療介護総合確保基金」を充てて実施する
事業について（介護分）

介護ロボット導入支援事業

介護環境の改善に即効性を持たせるともに、広く一般の介護事業所
による取り組みの参考となるよう先駆的な取り組みについて支援を行
うことを目的とします。

本事業の対象となる介護ロボットは、介護施設等での移乗支援、排
泄支援、移動支援、排泄支援、見守り支援、入浴支援において利用す
ることで効率化や負担軽減などの効果があるものとし、導入のための
補助額は１機器につき１０万円を予定しています。

その際、介護施設等においては、介護従事者負担軽減のための介護
ロボット導入計画を策定していただくともに 、介護ロボットの導入後
の効果を報告いただくこととしており 、その取り組み成果について、
他の介護施設等への参考としていくこととしています。
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介護ロボットの開発状況と
活用推進について

介護ロボットの開発状況

重点分野

ロボット介護機器開発・導入促進事業

福祉用具・介護ロボット実用化支援事業

介護ロボット活用推進について

介護ロボットを活用するための「支援技術テキス
ト（移乗介助編）」

介護ロボット普及モデル事業

ロボット介護推進プロジェクト など
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介護ロボットの開発支援について

民間企業・研究機関等

○日本の高度な水準の工学技術を活用し、
高齢者や介護現場の具体的なニーズを
踏まえた機器の開発支援

介護現場

○開発の早い段階から、現場のニーズの
伝達や試作機器について介護現場での
実証(モニター調査・評価)

・モニター調査
の依頼等

・試作機器の
評価等

機器の開発 介護現場での実証等

【経産省中心】 【厚労省中心】

※相談窓口の設置、実証の場の整備（実証
試験協力施設の把握）、普及啓発、意見
交換の場の提供 等

開発現場と介護現場との
意見交換の場の提供等（※）

（開発等の重点分野）
経済産業省と厚生労働省において、重点的に開発支援する分野を特定（平成２５年度から開発支援）

○移乗介助（１）

・ロボット技術を用いて介助者のパワーアシストを
行う装着型の機器

○移乗介助（２）

・ロボット技術を用いて介助者による抱え上げ動
作のパワーアシストを行う非装着型の機器

○移動支援（１）

・高齢者等の外出をサポートし、荷物等を安全に
運搬できるロボット技術を用いた歩行支援機器

○排泄支援

・排泄物の処理にロボット技術を用いた
設置位置調節可能なトイレ

○認知症の方の見守り（１）

・介護施設において使用する、センサー
や外部通信機能を備えたロボット技術
を用いた機器のプラットフォーム

○移動支援（２）

・高齢者等の屋内移動や立ち座りをサポートし、
特にトイレへの往復やトイレ内での姿勢保持を
支援するロボット技術を用いた歩行支援機器

○認知症の方の見守り（２）
・在宅介護において使用する、転倒検知
センサーや外部通信機能を備えたロ
ボット技術を用いた機器のプラット
フォーム

○入浴支援

・ロボット技術を用いて浴槽に出入りする
際の一連の動作を支援する機器

※点線枠は平成２６年２月に新たに追加した項目。平成２６年度より開発支援の対象。
※開発支援するロボットは、要介護者の自立支援促進と介護従事者の負担軽減に資することが前提。 5



ロボット技術を用いて介助者のパワーアシストを行う装着型の機器

①介助者が装着して用い、移乗介助の際の腰の負担を軽減する。
②介助者が一人で着脱可能であること。
③ベッド、車いす、便器の間の移乗に用いることができる。

１９年ぶりに「職場における腰痛予防対策指針」を改訂
主な改訂事項・ポイント
○介護作業の適用範囲・内容の充実

・「重症心身障害児施設等における介護作業」から「福祉・医療
等における介護・看護作業」全般に適用を拡大。

・腰部に著しく負担がかかる移乗介助等では、リフト等の福祉
機器を積極的に使用することとし、原則として人力による人の
抱上げは行わせないことを記述。

重点分野① 移乗介助（装着）

移乗介助支援
用ロボットスー
ツHAL
（ＣＹＢＥＲＤＹ
ＮＥ株式会社）

介護用マッス
ルスーツ

（株式会社菊
池製作所）
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移乗介助（非装着）ロボット技術を用いて介助者による抱え上げ動作
のパワーアシストを行う非装着型の機器

①移乗開始から終了まで、介助者が一人で使用することができる。
②ベッドと車いすの間の移乗に用いることができる。
③要介護者を移乗させる際、介助者の力の全部又は一部のパワーアシストを行うこと。
④機器据付けのための土台設置工事等の住宅等への据付け工事を伴わない。
⑤つり下げ式移動用リフトは除く。

重点分野② 移乗介助（非装着）

ROBOHELPER 
SASUKE
（マッスル株式
会社）

離床アシスト
ベッド

（パナソニック
株式会社）

メカトロニクス技術を活用
した移乗アシスト装置
（株式会社安川電機）
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移動支援（屋外）高齢者等の外出をサポートし、荷物等を安全に運搬
できるロボット技術を用いた歩行支援機器

重点分野③ 移動支援（屋外）

①使用者が一人で用いる手押し車型（歩行車、シル
バーカー等）の機器。

②高齢者等が自らの足で歩行することを支援することが
できる。搭乗するものは対象外。

③荷物を載せて移動することができる。

④モーター等により、移動をアシストする。（上り坂では
推進し、かつ下り坂ではブレーキをかける駆動力が
はたらくもの。）

⑤４つ以上の車輪を有する。
⑥不整地を安定的に移動できる車輪径である。

⑦通常の状態又は折りたたむことで、普通自動車の車
内やトランクに搭載することができる大きさである。

⑧マニュアルのブレーキがついている。

⑨雨天時に屋外に放置しても機能に支障がないよう、
防水対策がなされている。

⑩介助者が持ち上げられる重量（30kg以下）である。

歩行アシストカート

（船井電機株式会
社）

歩行アシストロボット

（株式会社カワムラ
サイクル）
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高齢者等の屋内移動や立ち座りをサポートし、特にトイレへの往復や
トイレ内での姿勢保持を支援するロボット技術を用いた歩行支援機器

重点分野④ 移動支援（屋内）

①一人で使用できる又は一人の介護従事者の
支援の下で使用できる。

②使用者が自らの足で歩行することを支援する
ことができる。搭乗するものは対象としない。

③食堂や居間での椅子からの立ち上がりやベッ
ドからの立ち上がりを主に想定し、使用者が
椅座位・端座位から立ち上がる動作を支援す
ることができる。

④従来の歩行補助具等を併用してもよい。

⑤標準的な家庭のトイレの中でも、特別な操作
を必要とせずに使用でき、トイレの中での一
連の動作（便座への立ち座り、ズボンの上げ
下げ、清拭、トイレ内での方向転換）の際の
転倒を防ぐため、姿勢の安定化が可能であ
れば、加点評価する。
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排泄物の処理にロボット技術を用いた設置位置の調整可能なトイレ

①使用者が、居室で便座に腰掛けて用いる便器。

②排泄物のにおいが室内に広がらないよう、排泄物を室外へ流す、又は、容器や袋
に密閉して隔離する。

③室内での設置位置を調整可能であること。

重点分野⑤ 排泄支援

真空排水式排泄アシスト水洗ポー
タブルトイレ
（アロン化成株式会社）

居室設置型移動式水洗便器
（TOTO株式会社）
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介護施設において使用する、センサーや外部通信機能を備えたロ
ボット技術を用いた機器のプラットフォーム

重点分野⑥ 認知症の方の見守り（介護施設向け）

①複数の要介護者を同時に見守ることが可能。

②施設内各所にいる複数の介護従事者へ同時に情報
共有することが可能。

③昼夜問わず使用できる。

④要介護者が自発的に助けを求める行動（ボタンを押
す、声を出す等）から得る情報だけに依存しない。

⑤要介護者がベッドから離れようとしている状態又は離
れたことを検知し、介護従事者へ通報できる。

⑥認知症の方の見守りプラットフォームとして、機能の
拡張又は他の機器・ソフトウェアと接続ができる。

スマートラバーセ
ンサとカメラを併
用した見守りプ
ラットフォーム
（住友理工）

シルエット見守
りセンサ

（キング通信工
業株式会社）
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在宅介護において使用する、転倒検知センサーや外部通信機能を備えたロボット技
術を用いた機器のプラットフォーム

重点分野⑦ 認知症の方の見守り（在宅向け）

①複数の部屋を同時に見守ることが可能。
②浴室での見守りが可能。
③暗所でも使用できる。

④要介護者が自発的に助けを求める行動（ボタンを押
す、声を出す等）から得る情報だけに依存しない。

⑤要介護者が端末を持ち歩く又は身に付けることを必
須としない。

⑥要介護者が転倒したことを検知し、介護従事者へ通
報できる。

⑦要介護者の生活や体調の変化に関する指標を、開発
者が少なくとも１つ設定・検知し、介護従事者へ情報
共有できる。

⑧認知症の方の見守りプラットフォームとして、機能の
拡張又は他の機器・ソフトウェアと接続ができる。

レーダー技術を
用いた安心見
守りシステム

（転倒検知 在
宅支援）（株式
会社CQ-Sネット）
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ロボット技術を用いて浴槽に出入りする際の一連の動作を支援する機器

重点分野⑧ 入浴支援

①要介護者が一人で使用できる又は一人の介助者の
支援の下で使用できる。

②要介護者の浴室から浴槽への出入り動作、浴槽をま
たぎ湯船につかるまでの一連の動作を支援できる。

③機器を使用しても、少なくとも胸部まで湯に浸かること
ができる。

④要介護者の家族が入浴する際に邪魔にならないよう、
介助者が一人で取り外し又は収納・片付けをすること
ができる。

⑤特別な工事なしに設置できる。
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日本再興戦略

ロボット介護機器開発５ヵ年計画

高齢者や障害者の自立支援の促進

介護者の負担軽減

実用性の高いロボット介護機器の開発を加速化さ
せる開発５ヵ年計画を実施する

開発されたロボット介護機器を積極的に活用することで、自立
支援の促進と質の高いケアの提供が期待される

移乗介助（非装着）

移乗介助（装着） 移動支援

意見交換の様子

参考資料：官邸ＨＰ http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201406/index.html

安部総理が墨田区特別養護老人ホーム｢なりひらホーム｣を視察
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ロボット介護機器開発５ヵ年計画開発・導入支援のコンセプト

ロボット介護機器開発・導入促進における考え方

①単純・安価だから「使える」
１０万円程度≪安価に≫

②２０２５年の需要に応える
高齢単身世帯７００万台分
介護職員２４０万台分
≪大量に≫

機能の選択と集中
≪ニーズ指向≫

複雑・高価なロボット
２０００万円程度

開発意欲のある企業２１６社

介護ロボットの実証試験に関心のある
介護施設や自治体など４１２機関

マッチング

①開発対象を重点分野に限定
②成果に応じて補助対象を重点化・入
替え（開発競争）

③優秀事例の優先展開（導入支援）

「使える」ロボットの早期導入

今年度から市場投入開始

厚労省が集約

経産省が集約

海外展開に向けて
生活支援ロボットの安全の国際標準が、日本リードの下で本年2月に発行。
介護ロボットの標準も、上記成果を基に日本リードでの策定を目指す。

15



○高齢者の自立支援、介護実施者の負担軽減に資
するロボット介護機器の開発・導入を促進します。

○介護現場等のニーズを踏まえ、厚生労働省と
連携して「ロボット技術の介護利用における
重点分野」を特定し、その分野のロボット介
護機器を開発する企業等に対し補助を行うと
ともに、介護現場への導入に必要な基準作成
等の環境整備を行います。

ロボット介護機器開発・導入促進事業（平成２６年度予算 ２５．５億円）

事業イメージ

事業の概要・目的

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業の内容

国
大学・企業等
で構成する

コンソーシアム

委託

民間企業等

補助
（1/2,2/3）

Ⅰ．重点分野のロボット介護機器の開発補助

Ⅱ．介護現場への導入に必要な環境整備

○安全・性能・倫理の基準を作成し、効果の高いロボット介護
機器を評価・選抜し、介護現場での実証試験実施や導入を
促進する。

ロボット技術の介護利用における重点分野
（平成24年11月 経産省・厚労省公表、平成26年2月改訂）

移乗介助（装着、非装着）

排泄支援 入浴支援

移動支援（屋外、屋内）

認知症の方の見守り（施設、在宅）
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27年度 28年度 29年度
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（参考）ロボット介護機器開発・導入促進事業
～ 開発が進められるロボット介護機器 ～

★経産省プレスリリース（平成26年5月26日）：http://www.meti.go.jp/press/2014/05/20140528001/20140528001.html 18
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（参考）介護ロボットポータルサイト（経産省・産総研）
http://robotcare.jp/
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福祉用具・介護ロボット実用化支援事業

方、核家族化の進行や、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況も変化している。
急激な高齢化の進展にともない、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化など、介護ニーズは益々増大する一
方、核家族化の進行や、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況も変化している。

また、介護分野においては、介護従事者の腰痛発生件数が増加していることから、腰痛問題が指摘されている。

このような中、介護分野において、日本の高度な水準のロボット技術を活用し、高齢者の自立支援や介護者の負
担軽減を図ることが求められている。

背 景

介護現場のニーズに適した実用性の高い介護ロボットの開発が促進されるよう、開発の
早い段階から現場のニーズの伝達や試作機器について介護現場での実証等を行い、介
護ロボットの実用化を促す環境を整備する。

【介護現場からの意見】
・どのような機器があるのか分からない

・介護場面において実際に役立つ機器
がない・役立て方がわからない
・事故について不安がある

【開発側からの意見】
・介護現場のニーズがよく分からない

・実証試験に協力してくれるところが見
つからない

・介護現場においては、機器を活用した
介護に否定的なイメージがある

・介護ロボットを開発したけれど、使って
もらえない

ミスマッチ!!

現状・課題

マッチング支援

厚生労働省
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福祉用具・介護ロボット実用化支援事業（厚生労働省）
平成２６年度予算額 ０．８億円 （０．８億円）

介護ロボットの活用や
開発等に関する相談
窓口を開設

○電話による相談
○ホームページによる相談

相談窓口の設置

【具体的な取り組み内容（平成２６年度）】

実証に協力できる施設・事業所
等をリストアップし、開発の状態
に応じて開発側へつなぐ。

○ホームページにて募集
○協力施設・事業所等に対する研修

実証の場の整備

開発の早い段階から試作機器等
について、協力できる施設・事業
所等を中心にモニター調査を行う。

○介護職員等との意見交換
○専門職によるアドバイス支援
○介護現場におけるモニター調査

モニター調査の実施

国民の誰もが介護ロボットに
ついて必要な知識が得られる
よう普及・啓発を推進していく。

○パンフレットの作成
○介護ロボットの展示・体験
○介護ロボットの活用に関する研修 等

普及・啓発

○介護現場におけるニーズ調査の実施
○介護現場と開発現場との意見交換の場の開催 等

その他
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福祉用具・介護ロボットの実用化支援
（厚生労働省）

１．相談窓口の設置
○開発者側と使用者側双方からの相談受付

２．モニター調査環境の整備
○モニター調査協力可能な施設等のＤＢ化（５２５ヶ所）

３．モニター調査の支援協力
○現場との意見交換やモニター計画書の作成支援

４．普及・啓発
○全国８機関：介護ロボット普及モデル事業

○介護ロボットを活用した介護技術の講師養成研修（１８１名）

５．ニーズ・利用実態調査
○介護リフト・介護ロボット利用状況調査

Association for Technical Aids(ATA) 25



平成２６年度 モニター調査等の位置付けについて

③モニター調査の実施

介護現場において、使い勝手のチェックやニーズの提供など、企業が機器開発上有用となる情報を収集する
ためのモニター調査を行う。

現場においてモニター調査

専門職による試用

モニター調査の主な流れ

企業へのフィードバック

②専門職によるアドバイス支援の
実施

高齢者や福祉用具に係わる専門職が専門的
なアドバイスを行うことにより、真に必要とされ
る機能・機器の開発を促す。

①介護職員等との意見交換の実施

介護施設等での自由な意見交換を通じて、当
該機器の対象者と適用範囲、期待される効果、
開発にあたっての課題等についての話し合い
を行う。

（１）専門職によるアドバイス支援等の実施

（２）モニター調査の実施

それぞれ
の役割が
異なる

モニター調査と合わせ
て実証試験を行うこと

も可能

開発しようとする機器につ
いて、有用性・安全性等
について仮説のもと試験
計画を作成し、現場にお
いて実証検証。

機器の設計

コンセプト策定

プロトタイプ製作

実験・検証

倫理審査

実証試験

販 売

機器開発の主な流れ

モニター調査（一般）

実証試験（経産）

重点分野分野
経産省と連携

１１件 １０件

１９件 26



http://www.techno-aids.or.jp/robot
27



http://www.techno-aids.or.jp/robot
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介護ロボットを活用するための｢技術支援テキスト
（移乗介助編）｣の作成と講師養成

平成２６年度については、移乗支援技術に関する研修会テキストを
作成、講師養成研修を行った。

◆開催日

平成２６年１２月１２日

◆場 所

東京・ＴＯＣ有明

◆参加者

全国から１８１名受講

平成２７年度以降

重点分野の介護ロボット

について順次行う予定
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介護ロボットを活用するための｢技術支援テキスト
（移乗介助編）｣のねらい
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介護ロボットを活用するための｢技術支援テキスト
（移乗介助編）｣の概要と目標

第1章 介護の中での福祉用具・介護ロボットの位置づけ
執筆者 大川弥生 産業技術総合研究所

目標
・「介護とはどうあるべきかを」を理解する

・「被介護者の介護プログラム全体の中で、機器を生かす」とい
う観点で福祉用具・介護ロボットを活用することを理解する。

・「人の見方としてのICF（国際生活機能分類、WHO)」を理解す
る

33



介護ロボットを活用するための｢技術支援テキスト
（移乗介助編）｣の概要と目標

第２章 移乗動作介助：臥位から立位移乗まで

執筆者 大渕哲也 さくらメディカル

目標
・人の行う移乗介助を理解する。

・人の行う移乗介助の良し悪しの判断基準や価値観を明確に
する

・人の行う移乗介助のおさえるべきポイントやダメな例を学ぶ
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介護ロボットを活用するための｢技術支援テキスト
（移乗介助編）｣の概要と目標

第３章 滑らせる移乗

執筆者 市川洌 福祉技術研究所

目標
・正確な技術を獲得する。
・技術の原理を確認する

・技術が正確でないと容易にできなかったり、本人に苦痛を与
えるばかりでなく、種々のリスクが生じる可能性があることを理
解する。
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介護ロボットを活用するための｢技術支援テキスト
（移乗介助編）｣の概要と目標

第４章 リフトとスリング

執筆者 市川洌 福祉技術研究所

目標
・リフトを使う意義を理解し、他者に説明できるようにする。
・スリングの特性を理解する。
・リフトとスリングの正確な使い方を獲得する。
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介護ロボットを活用するための｢技術支援テキスト
（移乗介助編）｣の概要と目標

第５章 ロボットを使った移乗介護

執筆者 中坊嘉宏 産業技術総合研究所
大川弥生 産業技術総合研究所

目標
・「介護ロボットの目的」を理解する。

・「介護ロボットは福祉用具と比べ安全性を十分に留意する必
要がある」ことを理解する。
・「移乗に関する介護ロボット開発の現状」を知る。
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介護ロボットを活用するための｢技術支援テキスト
（移乗介助編）｣の研修開催の支援

●講師の紹介

講師養成研修にて、全国から参加した１８１名の研修
修了者から、実施希望地域の講師候補者を紹介

●テキスト

テキスト印刷を希望される場合は、当協会に連絡いた
だき、執筆者の了解を得るための仲介。
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介護ロボット普及モデル事業
(介護ロボットの展示、研修等）

地域 実施機関 郵便番号 住所 電話

北海道
北海道介護実習・普
及センター

060-0002

北海道札幌市中央
区北２条西７丁目

北海道社会福祉総
合センター３階

011-241-3979

青森
青森県介護実習・普
及センター

030-0822 青森県青森市中央３
丁目２０－３０

017-774-3234

岩手
いきいき岩手支援財
団

020-0015 岩手県盛岡市本町
通３－１９－１

019-625-7490

名古屋
なごや福祉用具プラ
ザ

466-0051
愛知県名古屋市昭
和区御器所通３－１
２－１

052-851-0051

兵庫
兵庫県立福祉のまち
づくり研究所

651-2181 兵庫県神戸市西区
曙町１０７０

078-925-9283

北九州
福祉用具プラザ北
九州

802-0077
福岡県北九州市小
倉北区馬借１－７
－１

093-522-8721

佐賀
佐賀県在宅生活サ
ポートセンター 840-0804 佐賀県佐賀市神野

東２－３－３３
0952-31-8655

大分
大分県社会福祉介
護研修センター

870-0161 大分県大分市明野
東３－４－１

097-552-6888
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介護ロボット普及モデル事業
(普及・啓発事業モデルプログラム）

●目的

全国の介護実習・普及センターあるいは同様の地域におけ
る介護技術の普及・啓発を担っている皆様に向けての、介
護ロボット普及・啓発プログラム

●概要：

展示・研修・貸出し・イベントその他に関する内容や方法の
例を記載

詳細は以下のURLよりダウンロードできます
http://www.techno-aids.or.jp/research/robo_mhlw_140714.pdf
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ロボット介護推進プロジェクト
（経済産業省）

事業概要

ロボット介護機器の量産化への道筋をつけることを目的として、ロ
ボット介護機器を実際に介護現場で活用しながら、大規模な効果検証
等を行う。

さらに、検証結果に基づく効果のＰＲ、普及啓発、教育活動を通じ
て、ロボット介護機器導入の土壌を醸成する。

移乗介助
装着

移乗介助
非装着

移動支援 排泄支援 見守り

Association for Technical Aids(ATA) 

２５年度補正予算
実施的には、平成２６年４月から実施
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ロボット介護推進プロジェクト 事業スキーム

メーカー 仲介者 介護施設・医療施設
居宅サービスなど

初期ロットのロボット製造
導入講習計画作成
導入効果測定計画作成

導入講習の実施
介護現場への導入支援

導入効果測定の実施
改良点のフィードバック

導入

量産化
へ改良

導入講習への参加
介護施設における継続活用
導入効果測定への協力

チームＡ

チームＢ

チームＣ

補助金の交付
製品製造・設置費用の補助
講習・効果測定費用の補助

公益財団法人テクノエイド協会
補助金の交付
導入効果の集約、普及

経産省
定額
補助

チームへ補助

採択機種 実施機種 チーム 仲介者 導入施設等 導入台数

移乗介助（装着） 1 1 2 8 283 560

移乗介助（非装着） 6 6 7 30 134 219

移動支援 2 1 3 3 54 98

排泄支援 4 1 1 1 1 32

見守り支援 14 12 19 67 174 2,168

合　　　計 27 21 32 109 646 3,077
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補助対象機器（平成２６年７月１４日現在）

重点分野 件数

移乗介助（装着） １

移乗介助（非装着） ６

移動支援 ２

排泄支援 ４

見守り支援 １３

合 計 ２６

移乗介助（装着）

移乗介助（非装着）

排泄支援

移動支援

見守り支援

43



補助対象「ロボット介護機器」一覧

ダウンロード：http://www.techno-aids.or.jp/ 44



ロボット介護推進プロジェクトの実績関連で
当協会がご紹介できること

導入効果事例集を作成・配布

介護ロボットメーカー紹介

各地域の仲介者（全国で約１００機関）の紹介

各地域での介護ロボット導入施設（全国で約６００施設）の
紹介
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(参考）
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ロボット新戦略（ロボット革命実現会議）
～介護・医療分野から抜粋～

◆基本的考え方

介護は人の手により提供されるといった基本概念を維持しつつロボット介護
機器の活用による業務の効率化・省人力化へとパラダイムシフトを支援し、開
発の場面においては、介護現場のニーズに即した実用性の高い機器が開発され
るよう、具体的な現場ニーズを特定したうえで、研究開発支援や開発の段階に
応じた介護現場と開発現場のマッチング支援を実施する。

高齢者等の見守りや認知症等の重症化予防を支援するため、センサー技術や
人工知能を備えたロボットの導入促進のための取組を進める。

介護者の負担を軽減するため、車いすに対してセンサー技術やネットワーク
技術を活用し、屋内外を自立的かつ安全・安心な移動を可能とするロボット車
いすの実現に向けた取組を進める。

官邸ＨＰ：http://www.kantei.go.jp/jp/singi/robot/
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◆２０２０年に目指すべき姿

介護ロボットの開発・活用促進については、介護ロボットの技術革新に柔軟
に対応し、在宅介護の負担軽減に迅速に対応できるよう介護保険制度の種目検
討について弾力化を図る。
また、介護ロボットを活用することによる介護業務の効率化、省人力化を達

成する一方で、人の手にしか成し得ない質の高いサービスを集中的に提供する
ことを推進する。

・販売目標として、2020年に介護ロボットの国内市場規模を500億円に拡大

・最新のロボット技術を活用した新しい介護方法などの意識改革を図り、介護
をする際に介護ロボットを利用したいとの意向（59.8％）を80％、介護を受け
る際に介護ロボットを利用して欲しいとの意向（65.1％）を80％に引き上げ
（括弧内の数字については、内閣府世論調査「介護ロボットに関する特別世論
調査」、調査時期：平成25年8月1日～8月11日）

・移乗介助等に介護ロボットを用いることで、介護者が腰痛を引き起こすハイ
リスク機会をゼロにすることを目指す。
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◆ロボット規制改革の実行

ロボットを効果的に活用するための規制緩和及び
新たな法体系・利用環境の整備

ロボット技術を活用した介護機器のニーズが高まる中、開発企業や介護従事
者に対し適切な支援を行うことで、普及の動きを加速化させる必要がある。

そのため、現行３年に１度となっている介護保険制度の種目検討について、
要望受付・検討等の体制の弾力化を図り、技術革新に迅速に対応可能とする。
具体的には、介護保険の給付対象に関する要望の随時受付や現行種目におい

て解釈できる種目等の速やかな周知を行うほか、新たな種目の追加についても
「介護保険福祉用具評価検討会」及び「社会保障審議会介護給付費分科会」を
必要に応じて随時開催するなど、随時決定する。
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シーズ・ニーズマッチング交流会の開催

◆開催日 平成２７年３月６日（金）～７日（土）

◆開催地 ＴＯＣ有明 ４階（東京都江東区有明）

◆内 容 機器の展示・体験、交流、基調講演・現場報告

公開シンポジウム 等

◆目 的

本交流会では、開発や改良等を行う機器の展示を行うとともに、障害当事者と企業・
研究者、政府系の研究開発支援機関等が一堂に会し、交流や体験を通じて、良質な支援
機器の開発、この分野への新規参入の促進を図る。

◆入場無料

◆出展団体等（予定）

・日本身体障害者団体連合会 ・全国脊髄損傷者連合会 ・日本ＡＬＳ協会

・日本盲人会連合 ・全国盲ろう者協会 ・ろう教育を考える全国会議

・全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 ・ポリオの会 ・自閉症サポート

センター 等

・厚労省（自立支援振興室）、国立障害者リハビリテーションセンター研究所

・経産省（ＮＥＤＯ）、総務省（ＮＩＣＴ）、文科省（ＪＳＴ）

・厚労省採択企業、団体等推薦、一般公募 ６０企業及び団体が出展

支援機器を作る人と使う人の交流会
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ＴＡＩＳシステムによる情報提供
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福祉用具ヒヤリ・ハット情報の提供

○ 福祉用具に係わる重傷事故を未然に防ぐためのもの

○ 本情報は、｢製品評価技術基盤機構から公表された実際の重傷事故｣と｢アンケート調査で得られた情
報｣を基に、協会に設置した委員会において、想定される要因を検討し、加工した事例

○ ＨＰから情報提供、品目毎の検索可、現在約３００件を掲載
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ＱＡＰマーク（福祉用具の臨床的評価）

厚生労働省から補助を受けて、テクノエイド協会
が進めている事業

ＪＩＳ認証を取得した製品を対象

実際の利用者の状態像と使用場面を想定した評価
・操作機能性

・使用上の安全性

・取扱説明書、表示の理解しやすさ

・保守、点検のし易さ

評価項目の作成は、ＪＩＳ規格と連携して作成

事故情報や介護現場で起こりうるヒヤリ・ハット
情報などをもとに評価項目を検討

評価は、５名の専門職等がチームを編成して行う
エンジニア

工学的側面を理解し、ユーザビリティ評価ができる者

ＰＴ又はＯＴ

運動機能や生活機能の観点から評価できる者

福祉用具相談担当者

福祉用具の相談・適合経験が３年以上ある者

ユーザー

高齢者・障害者等、実際に福祉用具を利用する者

①手動車いす
（JIS T 9201 手動車いす）
②電動車いす（標準形・簡易型）
（JIS T 9203 電動車いす）
③電動車いす（ハンドル形）
（JIS T 9208 ハンドル形電動車いす）
④特殊寝台
（JIS T 9254 在宅用電動介護用ベッド）
⑤車いす用可搬型スロープ
（JIS T 9207 車いす用可搬形スロープ）
⑥入浴台
（JIS T 9257 入浴台）
⑦浴室内すのこ及び浴槽内すのこ
（JIS T 9258 浴室内すのこ及び浴槽内すのこ）
⑧浴槽内いす
（JIS T 9259 浴槽内いす）
⑨入浴用いす
（JIS T 9260 入浴用いす）
⑩ポータブルトイレ
（JIS T 9261 ポータブルトイレ）
⑪歩行器・歩行車
（JIS T 9264 歩行補助具－歩行器）、
（JIS T 9265 歩行補助具－歩行車）
⑫エルボークラッチ
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ご静聴ありがとうございました

公益財団法人テクノエイド協会 企画部 加藤智幸
〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸１－１

セントラルプラザ４階
介護ロボット相談窓口

専用電話番号 ０３－３２６０－５１２１
メールアドレス robot@techno-aids.or.jp
ホームページ http://www.techno-aids.or.jp/
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